
規

則

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
五
十
八
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
二
十
八
号

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
六
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中｢

納
付(

納
入
・
払
込)

済
通
知
書｣

の
下
に｢

、
領
収
済
通
知
書｣
を
加
え

る
。第

六
十
五
条
中｢

第
八
十
六
号
の
二
様
式｣

を｢

第
八
十
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
二
中｢

第
八
十
六
号
の
三
様
式｣

を｢

第
八
十
一
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
三
中｢

第
八
十
六
号
の
四
様
式｣

を｢

第
八
十
二
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
四
中｢

第
八
十
六
号
の
五
様
式｣

を｢

第
八
十
三
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
中｢

第
八
十
六
号
の
二
様
式｣

を｢

第
八
十
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
五
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

一

○
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
五
十
八
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
を
定
め
る

規
則

五
〇



納
期
ま
で
に
納
付
し
な
か
つ

た
場
合
の
措
置
及
び
そ
の
賦

課
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合

の
手
続
に
つ
い
て
は
､
裏
面

を
お
読
み
く
だ
さ
い
｡

県
指
定
金
融
機
関

(東
邦
銀
行
本
店
・
支
店
)

県
収
納
代
理
金
融
機
関

ゆ
う
ち
よ
銀
行
又
は
郵
便
局

(福
島
県
､
青
森
県
､
岩
手

県
､
宮
城
県
､
秋
田
県
及
び

山
形
県
の
県
内
の
ゆ
う
ち
よ

銀
行
又
は
郵
便
局
に
限
る
｡)

県
内
各
地
方
振
興
局

納
付
の
場
所

課
税
の
根
拠
法
令

整
理
番
号

口
座
番
号

課
税
客
体

加
入
者
名

上
記
の
と
お
り
納
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

年
月

日

福
島
県

地
方
振
興
局
長

印□

備
考

(納
税
者
)

(住
所
)

(氏
名
)

様

年
度

課
税
標
準
額
(量
)

会
計

振
興
局

コ
ー
ド

納付金額

税
目

上
記
の
金
額
を
領
収

し
ま
し
た
｡

合
計

延
滞
金

本
税

納
期
限

円 円 円

領
収
日
付
印 税
率

期
別

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 2
第
５
号
の
２
様
式
(第
11条
の
３
､
第
13条
､
第
15条
関
係
)

そ
の
１
(一
般
用
)

(第
１
片
)

(表
)

納
税
通
知
書
・
領
収
証
書
公○

(裏
)



整
理
番
号

口
座
番
号

１
納
期
限
ま
で
に
税
金
を
納
付
し
な
い
と
き
は
､
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
に
応
じ
､
次
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡

�
延
滞
金
額
は
､
税
額
に
つ
い
て
年
14.6パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
ま
す
｡
た
だ
し
､
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
､
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
(当

該
期
間
の
う
ち
平
成
12年

１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
､
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
11月

30日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
15条

第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
､
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の

割
合
を
加
算
し
た
割
合
(当
該
割
合
に
0.1パ

ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
こ
れ
を
切
り
捨
て
ま
す
｡
)
)
で
計
算
し
ま
す
｡

�
�
の
場
合
に
お
い
て
､
税
額
に
1,000円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
､
又
は
そ
の
全
額
が
2,000円

未
満
で
あ
る
と
き
は
､
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
て
延
滞
金
額
を
計
算
し
ま
す
｡

�
�
及
び
�
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
金
額
に
100円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
､
又
は
そ
の
全
額
が
1,000円

未
満
で
あ
る
と
き
は
､
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
ま
す
｡

２
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
納
税
通
知
書
を
受
け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日

以
内
に
､
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(な
お
､
そ
の
期
間
内
で
あ

つ
て
も
､
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡
)
｡

３
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
に
つ
い
て
２
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡
そ
の
場
合
に
お
い
て
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ

の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
､
福
島
県
を
被
告
と
し
て
(訴
訟
に
お
い
て
福
島
県
を
代
表
す
る
者
は
､
福
島
県
知
事
と
な
り
ま

す
｡
)
､
提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
(な
お
､
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
､
そ
の
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
｡
)
｡
た
だ
し
､
次
の
�
か
ら
�
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
､
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

�
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
｡

�
処
分
､
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
｡

�
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
｡

課
税
客
体

加
入
者
名

備
考

(納
税
者
)

(住
所
)

(氏
名
)

様

年
度

課
税
標
準
額
(量
)

会
計

振
興
局

コ
ー
ド

納付金額

税
目

合
計

延
滞
金

本
税

納
期
限

円 円 円

税
率

期
別

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号3

(第
２
片
)

納
付

書
公○

福
島
県
徴
収
金



納
付
済
み
に
つ
き
通
知
し
ま

す
｡

年
月

日

福
島
県

地
方
振
興
局

現
金
出
納
員
様

整
理
番
号

口
座
番
号

上
記
の
金
額
を
納
付
し
ま
す
｡

平
成

年
月

日

課
税
客
体

加
入
者
名

備
考

(納
税
者
)

(住
所
)

(氏
名
)

様

備
考 (氏
名
)

様

年
度

課
税
標
準
額
(量
)

会
計

取
り
ま
と
め
局
又
は
経
由
県
指
定
金
融
機

関
受
付
印

口

日
計

振
興
局

コ
ー
ド

納付金額

振
興
局

コ
ー
ド

納 付

税
目 円

合
計

延
滞
金

本
税

合
計

納
期
限

円 円 円

納
期
限

円

領
収
日
付
印

領
収
日
付
印税

率

期
別

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 4

(第
３
片
)

納
付
済
通
知
書

公○
福
島
県
徴
収
金



福
島
県

地
方
振
興
局

現
金
出
納
員
様

福
島
県
指
定
金
融
機
関

東
邦
銀
行

支
店

備
考 (氏
名
)

様

取
り
ま
と
め
局
又
は
経
由
県
指
定
金
融
機

関
受
付
印

(郵
便
番
号

)

振
興
局

コ
ー
ド

納
期
限

領
収
日
付
印

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号5



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 6
そ
の
２
(個
人
事
業
税
・
金
融
機
関
納
付
用
)

(表
)

(裏
)



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号7
そ
の
２
の
２
(個
人
事
業
税
・
口
座
振
替
利
用
者
用
)



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 8
そ
の
３
(不
動
産
取
得
税
用
)

(表
)

(裏
)



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号9
そ
の
４
(自
動
車
税
・
電
算
文
字
読
取
処
理
用
)

(表
)

(裏
)



納
期
ま
で
に
納
付
し
な
か
つ
た
場
合

の
措
置
及
び
こ
の
賦
課
処
分
に
不
服

が
あ
る
場
合
の
手
続
に
つ
い
て
は
､

裏
面
を
お
読
み
く
だ
さ
い
｡

県
指
定
金
融
機
関
(東
邦
銀
行
本
・

支
店
)

県
収
納
代
理
金
融
機
関

ゆ
う
ち
よ
銀
行
又
は
郵
便
局
(福
島

県
､
青
森
県
､
岩
手
県
､
宮
城
県
､

秋
田
県
及
び
山
形
県
の
県
内
の
ゆ
う

ち
よ
銀
行
又
は
郵
便
局
に
限
る
｡)

県
内
各
地
方
振
興
局

納
付
の
場
所

地
方
税
法
第
145条

及
び
福
島
県
税

条
例
第
59条 課
税
の
根
拠
法
令

番

口
座
番
号

上
記
の
と
お
り
納
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

年
月

日

福
島
県

地
方
振
興
局
長

印□

加
入

者

年
度

年
度

自
動
車
税

税
目

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
｡

納付金額 振
興
局

コ
ー
ド

自
動

車
登
録
番
号

合
計

延
滞
金

本
税

納
期
限

期
分
月
分

期
別

領
収
日
付
印 年

月
日

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 10
そ
の
４
の
２
(自
動
車
税
・
手
処
理
用
)

(第
１
片
)

(表
)

自
動
車
税
納
税
通
知
書
・
領
収
証
書

公○

(裏
)

１
納
期
限
ま
で
に
税
金
を
納
付
し
な
い
と
き
は
､
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
に
応
じ
､
次
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡

�
延
滞
金
額
は
､
税
額
に
つ
い
て
年
14.6パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
ま
す
｡
た
だ
し
､
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
､
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
(当
該
期

間
の
う
ち
平
成
12年

１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
､
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
11月

30日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
15条

第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
､
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し

た
割
合
(当
該
割
合
に
0.1パ

ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
こ
れ
を
切
り
捨
て
ま
す
｡))
で
計
算
し
ま
す
｡

�
�
の
場
合
に
お
い
て
､
税
額
に
1,000円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
､
又
は
そ
の
金
額
が
2,000円

未
満
で
あ
る
と
き
は
､
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
て
延
滞
金
額
を
計
算
し
ま
す
｡

�
�
及
び
�
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
金
額
に
100円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
､
又
は
そ
の
金
額
が
1,000円

未
満
で
あ
る
と
き
は
､
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
ま
す
｡

２
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
納
税
通
知
書
を
受
け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日

以
内
に
､
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(な
お
､
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て

も
､
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡)｡

３
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
に
つ
い
て
２
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡
そ
の
場
合
に
お
い
て
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ
の
審

査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
､
福
島
県
を
被
告
と
し
て
(訴
訟
に
お
い
て
福
島
県
を
代
表
す
る
者
は
､
福
島
県
知
事
と
な
り
ま
す
｡)､

提
起



上
記
の
金
額
を
納
付
し
ま
す

年
月

日

番

口
座
番
号

加
入

者

年
度

年
度

自
動
車
税

税
目

口

日
計

納付金額 振
興
局

コ
ー
ド

自
動

車
登
録
番
号

合
計

延
滞
金

本
税

円

納
期
限

期
分
月
分

期
別

領
収
日
付
印 年

月
日

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号11

�
延
滞
金
額
は
､
税
額
に
つ
い
て
年
14.6パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
ま
す
｡
た
だ
し
､
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
､
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
(当
該
期

間
の
う
ち
平
成
12年

１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
､
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
11月

30日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
15条

第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
､
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し

た
割
合
(当
該
割
合
に
0.1パ

ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
こ
れ
を
切
り
捨
て
ま
す
｡))
で
計
算
し
ま
す
｡

�
�
の
場
合
に
お
い
て
､
税
額
に
1,000円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
､
又
は
そ
の
金
額
が
2,000円

未
満
で
あ
る
と
き
は
､
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
て
延
滞
金
額
を
計
算
し
ま
す
｡

�
�
及
び
�
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
金
額
に
100円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
､
又
は
そ
の
金
額
が
1,000円

未
満
で
あ
る
と
き
は
､
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
ま
す
｡

２
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
納
税
通
知
書
を
受
け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日

以
内
に
､
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(な
お
､
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て

も
､
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡)｡

３
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
に
つ
い
て
２
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡
そ
の
場
合
に
お
い
て
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ
の
審

査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
､
福
島
県
を
被
告
と
し
て
(訴
訟
に
お
い
て
福
島
県
を
代
表
す
る
者
は
､
福
島
県
知
事
と
な
り
ま
す
｡)､

提
起

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
(な
お
､
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
､
そ
の
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡)｡

た
だ

し
､
次
の
�
か
ら
�
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
､
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

�
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
｡

�
処
分
､
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
｡

�
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
｡

(第
２
片
)

納
付

書
公○

[福
島
県
徴
収
金
]



納
付
済
み
に
つ
き
通
知
し
ま
す
｡

年
月

日

福
島
県
現
金
出
納
員
様

福
島
県
指
定
金
融
機
関

東
邦
銀
行

支
店

番

口
座
番
号

上
記
の
金
額
を
納
付
し
ま
す

年
月

日

(住
所
)

(氏
名
) 加

入
者

年
度

年
度

自
動
車
税

税
目

取
り
ま
と
め
局
又
は
経
由
県
指
定

金
融
機
関
受
付
印

(郵
便
番
号

)

納付金額 振
興
局

コ
ー
ド

自
動

車
登
録
番
号

口

日
計

合
計

延
滞
金

本
税

円

納
期
限

期
分
月
分

期
別

領
収
日
付
印

領
収
日
付
印

年
月

日

千
円

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 12

(第
３
片
)

自
動
車
税
納
付
済
通
知
書

公○
[福
島
県
徴
収
金
]



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号13
そ
の
４
の
３
(自
動
車
税
(一
括
納
付
)
・
電
算
文
字
読
取
処
理
用
)

(表
)

(裏
)



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 14
そ
の
４
の
４
(自
動
車
税
・
再
発
付
用
)

(表
)

(裏
)



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号15
そ
の
５
(鉱
区
税
用
)

(表
)

(裏
)



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 16

第
六
号
様
式
そ
の
三
及
び
そ
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の
３
(不
動
産
取
得
税
用
)



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号17
そ
の
４
(自
動
車
税
用
)

(表
)

(裏
)



福
島
県

合
計

重
加
算
金

申
告
加
算
金

延
滞
金

本
税

納
期
限

整
理
番
号

(登
録
番
号
)

期
別

福
島
県

円 円 円 円 円

年
月

日

領収日付印

納
期
限

整
理
番
号

(登
録
番
号
)

期
別

納
税
者
氏
名

合
計

重
加
算
金

申
告
加
算
金

延
滞
金

本
税

加
入
者
名

口
座
番
号

年
月

日 様

領収日付印

第
七
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の
２
(一
般
・
電
算
文
字
読
取
専
用
)

(第
１
片
)

年
度

領
収
証
書

公○

(納
税
者
)

(住
所
)

(氏
名
)

様

延
滞
金
に
つ
い
て
は
､

年
月

日
ま
で
の
計
算
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
､
そ
れ
以
降

に
納
め
ら
れ
る
場
合
は
､
地
方
税
法
に
よ
る
金
額
を

納
め
て
く
だ
さ
い
｡左
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
｡

(第
２
片
)

年
度

納
付
(納
入
・
払
込
)
書

公○

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 18



納税者 納
期
限

口
座
記
号
番
号

福
島
県

様

年
月
日

加
入
者
名

整
理
番
号

合
計

領収日付印

円

(第
３
片
)

年
度

領
収
済
通
知
書

公○

｢
｢

第
七
号
様
式
そ
の
三
中

期
別

を

期
別

に

年
月
分
｣

｣

改
め
、
同
様
式
そ
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号19



第
二
十
一
号
様
式
そ
の
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 20
そ
の
４
(一
般
・
郵
便
貯
金
銀
行
等
振
替
用
)

そ
の
３
(電
算
処
理
用
(一
括
還
付
))

過
誤
納
金
還
付
(充
当
)
通
知
書

住
所

あ
な
た
が
､
既
に
納
付
さ
れ
ま
し
た
県
税
等
に
つ
い
て
は
､
下
記
の
と
お
り
過
納
(誤
納
)
と
な
り
ま
し
た
の
で
､

(所
在
地
)

お
返
し
し
ま
す
｡
お
返
し
す
る
金
額
等
に
つ
い
て
は
､
次
の
と
お
り
振
り
込
む
手
続
き
を
と
り
ま
し
た
｡

氏
名

振
込
先
金
融
機
関

振
込
日

(名
称
)

様
預
金
種
別

振
込
額

口
座
番
号

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
福
島
県

知
事
に
異
議
申
立
て
(審
査
請
求
)
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(な
お
､
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
､
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
異
議
申
立
て
(審
査
請
求
)
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡
)
｡

ま
た
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
(審
査
請
求
)
に
対
す
る
決
定
(裁
決
)
を
経
た

後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡
そ
の
場
合
に
お
い
て
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ
の
異
議
申
立
て
(審

査
請
求
)
に
対
す
る
決
定
(裁
決
)
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
､
福
島
県
を
被
告
と

し
て
(訴
訟
に
お
い
て
福
島
県
を
代
表
す
る
者
は
､
福
島
県
知
事
と
な
り
ま
す
｡
)､
提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
(な
お
､

そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
､
そ
の
決
定
(裁
決
)
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡
)
｡
た
だ
し
､
次
の
�
か
ら
�
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
､
異
議
申

立
て
(審
査
請
求
)
に
対
す
る
決
定
(裁
決
)
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

年
月

日
福
島
県
地
方
振
興
局
長

印□
(福
島
県
知
事
)



住
所
・
氏
名
(名
称
)

充当 還付加算金 過誤納

振
興
局

計

税
目

計 調
定

税
目

調
定
充
当
先
税
目

基
礎
金
額

整
理
番
号
期
別
連
番
課
年

整
理
番
号
期
別
連
番
課
年

始
期
・
終
期

除
算
期
間

納
期
限未
納
の
徴
収
金
額

除
算
日
数

確
定
金
額日
数

充
当
し
た
金
額

加
算
金
の
計
算
額

納
付
(入
)
済
額充
当
後
未
納
額

加
算
金
額

過
誤
納
金
等充
当
適
状
日

還付方法

過
誤
納
事
由差
引
還
付
額

発
生
日

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号21

過
誤
納
金
の
内
訳

還
付
加
算
金
の
内
訳

第
二
十
一
号
の
三
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
福
島
県

知
事
に
異
議
申
立
て
(審
査
請
求
)
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(な
お
､
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
､
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
異
議
申
立
て
(審
査
請
求
)
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡)｡

ま
た
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
(審
査
請
求
)
に
対
す
る
決
定
(裁
決
)
を
経
た

後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡
そ
の
場
合
に
お
い
て
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ
の
異
議
申
立
て
(審

査
請
求
)
に
対
す
る
決
定
(裁
決
)
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
､
福
島
県
を
被
告
と

し
て
(訴
訟
に
お
い
て
福
島
県
を
代
表
す
る
者
は
､
福
島
県
知
事
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
(な
お
､

そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
､
そ
の
決
定
(裁
決
)
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡
)
｡
た
だ
し
､
次
の
�
か
ら
�
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
､
異
議
申

立
て
(審
査
請
求
)
に
対
す
る
決
定
(裁
決
)
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

�
異
議
申
立
て
(審
査
請
求
)
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
｡

�
処
分
､
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
｡

�
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
｡

年
月

日
福

島
県

知
事

印□
(福
島
県

地
方
振
興
局
長
)

そ
の
２
(電
算
処
理
用
)

頁
過
誤
納
金
台
帳

地
方
振
興
局

年
度

支
出
日
：

年
月

日



納
税
証
明
書
交
付
申
請
書

年
月

日
福
島
県

地
方
振
興
局

住
(居
)
所

請
求
者

氏
名

印○

下
記
の
目
的
に
使
用
す
る
た
め
､
下
記
事
項
の
証
明
を
請
求
し
ま
す
｡

年
度
(月
別
)
又
は
事
業
年
度

使
用
目
的

納
税
者
又
は

特
別
徴
収
義
務
者 充当

氏
名

住
(居
)
所

計 振
興
局

計

税
目

徴
収
金
区
別

調
定
充
当
先
税
目使
用
枚
数

課
税
客
体

整
理
番
号
期
別
連
番
課
年

枚

納
付
(納
入
)
す
べ
き

税
額

未
納
の
徴
収
金
額納
付
(納
入
)
済

税
額

充
当
し
た
金
額

未
納
の
税
額

充
当
後
未
納
額

法
定
納
期
限
等

充
当
適
状
日

差
引
還
付
額

備
考

福
島
県

収
入
証
紙

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 22

第
二
十
二
号
様
式
そ
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の
３
(一
般
用
)



証明事項

住
(居
)
所
(所
在
地
)

氏
名
(名

称
)

納
税
証
明
書

証明事項

年
度
(月
別
)
又
は
事
業
年
度

年
度
(月
別
)
又
は
事
業
年
度

使
用
目
的

納
税
者
又
は

特
別
徴
収
義
務
者

氏
名

住
(居
)
所

税
目

徴
収
金
区
分

税
目

徴
収
金
区
分

使
用
枚
数

課
税
客
体

課
税
客
体

枚

納
付
(納
入
)
す
べ
き

税
額

納
付
(納
入
)
す
べ
き

税
額

納
付
(納
入
)
済

税
額

納
付
(納
入
)
済

税
額

未
納
の
税
額

未
納
の
税
額

法
定
納
期
限
等

法
定
納
期
限
等

備
考

備
考

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号23



第
号

上
記
の
と
お
り
証
明
し
ま
す
｡

年
月

日

福
島
県

地
方
振
興
局
長

印□

項

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 24



福
島
県

こ
の
証
明
書
は
､
本
書
の
有
効
期
限
ま
で
に
自

動
車
の
継
続
検
査
(車
検
)
を
受
け
る
と
き
に
必

要
で
す
か
ら
､
自
動
車
検
査
証
(車
検
証
)
と
一

緒
に
大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
｡

な
お
､
次
の
場
合
に
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
｡

１
登
録
番
号
欄
に
＊
＊
＊
印
が
あ
る
場
合

２
金
融
機
関
等
の
領
収
印
が
な
い
場
合

自
動
車
税
納
税
証
明
書

(継
続
検
査
用
)

本
書
の
有
効
期
限

年
月

日

車
台
番
号

登
録
番
号

領収日付印

督
促
状
を
発
付
の
日
か
ら
10日

を
経
過
し
た
日

納
期
限
等
か
ら
１
月
を
経
過
し
た
日

納
期
限

法
定
納
期
限

更
正
・
決
定
通
知
日

申
告
年
月
日

年
度

税
目

整
理
番
号

年
月
日

年
月
日

年
月
日

年
月
日

年
月
日

年
月
日

合
計

重
加
算
金

不
申
告
加
算
金

過
少
申
告
加
算
金

延
滞
金

未
納
の
税
額

期
別

円 円 円 円 円 円

調
定
事
由

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号25

第
二
十
二
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
22号
の
３
様
式
(自
動
車
税
納
税
証
明
書
(継
続
検
査
用
))
(第
38条
の
２
関
係
)

第
二
十
二
号
の
四
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の
１
(一
般
用
)

(住
所
)

年
月

日
(氏
名
)

様
福
島
県

地
方
振
興
局
長

印□
督
促
状

下
記
の
と
お
り
納
め
て
下
さ
い
｡

１
こ
の
督
促
状
を
発
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
10日
を
経
過
し
た
日
ま
で
に
完
納
さ
れ
な
い
と
き
は
､

そ
の
翌
日
か
ら
滞
納
処
分
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

２
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
60日
以
内
に
､
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(な
お
､
そ
の
期
間
内

で
あ
つ
て
も
､
差
押
え
に
係
る
通
知
を
受
け
た
日
(そ
の
通
知
が
な
い
と
き
は
､
そ
の
差
押
え
が

あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
)
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
30日
を
経
過
し
た
日
後
又
は
こ
の
処
分
の
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
､
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡
)｡

３
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
に
つ
い
て
２
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で

な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡
そ
の
場
合
に
お
い
て
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､

そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内

に
､
福
島
県
を
被
告
と
し
て
(訴
訟
に
お
い
て
福
島
県
を
代
表
す
る
者
は
､
福
島
県
知
事
と
な
り

ま
す
｡
)
､
提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
(な
お
､
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
､
差
押
え
に
係

る
通
知
を
受
け
た
日
(そ
の
通
知
が
な
い
と
き
は
､
そ
の
差
押
え
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
)

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
30日
を
経
過
し
た
日
後
又
は
そ
の
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 26
を
経
過
す
る
と
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡)｡
た
だ
し
､

次
の
�
か
ら
�
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
､
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(な
お
､
次
の
�
又
は
�
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
も
､
差
押
え
に
係
る
通
知
を
受
け
た
日
(そ
の
通
知
が
な
い
と
き
は
､

そ
の
差
押
え
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
)
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
30日
を
経
過
し
た
日
後
は
､

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡
)
｡

�
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
｡

�
処
分
､
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の

必
要
が
あ
る
と
き
｡

�
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
｡



上
記
の
と
お
り
納
め
て
く
だ
さ
い
｡

年
月

日

裏
面
を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
｡

合
計

重
加
算
金

申
告
加
算
金

延
滞
金

本
税

納
期
限

法
定
納
期
限

期
別

円 円 円 円 円

年
月
日

年
月
日

督
促
状
の
発
付
日
か
ら
10日
を
経
過
し
た
日

納
期
限
か
ら
１
月
を
経
過
し
た
日

整
理
番
号

領収日付印 左
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
｡

年
月
日

年
月
日

こ
の
督
促
状
は
､

年
月

日
現
在
ま
で
に
､

金
融
機
関
等
か
ら
領
収
済
通
知
が
な
か
つ
た
方
に
対
し
て
発
付

し
ま
し
た
｡
同
日
前
後
に
納
付
さ
れ
た
方
に
は
､
行
き
違
い
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
､
ご
了
承
く
だ
さ
い
｡

な
お
､
延
滞
金
に
つ
い
て
は
､

年
月

日
ま
で
の
計
算
と
な
つ
て
お
り
ま
す
の
で
､
そ
れ
以
降
に
納
め
ら

れ
る
場
合
又
は
発
付
日
以
後
重
加
算
金
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に

は
､
地
方
税
法
に
よ
る
金
額
を
納
め
て
く
だ
さ
い
｡

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号27

第
二
十
二
号
の
四
様
式
そ
の
二(

表)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の
２
(電
算
処
理
用
)

(表
)

年
度

督
促
状
兼
領
収
証
書

公○

(納
税
者
)

(住
所
)

(氏
名
)

様

福
島
県



上
記
の
と
お
り
納
め
て
く
だ
さ
い
｡

年
月

日

(裏
面
を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
｡)

合
計

延
滞
金

本
税

督
促
状
の
発
付
日

か
ら
10日
を
経
過

し
た
日

納
期
限
か
ら
１
月

を
経
過
し
た
日

納
期
限

法
定
納
期
限

登
録
番
号

賦
課
年
度

円 円 円 円 円

年
月
日

年
月
日

年
月
日

年
度

こ
の
督
促
状
は
､

年
月

日
現
在

ま
で
に
､
金
融
機
関
等
か
ら
納
付
済
通
知
が
な
か
つ
た

方
に
対
し
て
発
付
し
ま
し
た
｡
同
日
前
後
に
納
付
さ
れ

た
方
に
は
､
行
き
違
い
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
､

ご
了
承
く
だ
さ
い
｡

な
お
､
延
滞
金
に
つ
い
て
は
､

年
月

日
ま
で
の
計
算
と
な
つ
て
お
り
ま
す
の
で
､
そ
れ
以
降
に

納
め
ら
れ
る
場
合
又
は
発
付
日
以
後
重
加
算
金
が
決
定

さ
れ
た
場
合
に
は
､
地
方
税
法
に
よ
る
金
額
を
納
め
て

く
だ
さ
い
｡

領収日付印 左
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
｡

第
二
十
五
号
様
式
そ
の
一
中｢あ

つ
て
も
､
｣

を｢あ
つ
て
も
､
国
税
徴
収
法
第
111条

に
規
定
す

る
公
売
期
日
等
後
又
は
｣

に
、｢提

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
｣

を｢提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

(な
お
､
次
の

�
又
は

�
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
も
､
国
税
徴
収
法
第
111条

に
規

定
す
る
公
売
期
日
等
後
は
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡
)
｡
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
中

｢国
税
徴
収
法
第
111条

に
規
定
す
る
公
売
期
日
等
後
又
は
｣

及
び

｢
(な
お
､
次
の

�
又
は

�
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
も
､
国
税
徴
収
法
第
111条

に
規
定
す
る
公
売
期
日
等
後
は
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡
)
｣

を
削
る
。

第
八
十
号
様
式
か
ら
第
八
十
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 28

第
二
十
二
号
の
四
様
式
そ
の
三(

表)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の
３
(自
動
車
税
用
)

(表
)

年
度

自
動
車
税
督
促
状
兼
領
収
証
書

公○

(納
税
者
)

(住
所
)

(氏
名
)

様

福
島
県



本 店
所在地

法人名 様

法人県民税・事業税を下記のとおり､ 更正・決定・加算金決定しましたのでお知らせします｡
なお､ 不足税額及び加算金額の納期限は､ ( ) と指定しまし

たから､ 納付書により最寄りの指定金融機関等にて納めてください｡

法人番号

法 定 納 期 限

更正決定の理由

事業年度 から まで 期末現在の
資本等の額

資本金の額 円

資本金等の額

法 人 事 業 税 法 人 県 民 税

区 分 課税標準 円 税率 税 額 区分 円

所
得
割

所得金額総額 円

法
人
税
割

課税標準と
なる法人税
額

総額

100
本 県
分

100 法人税割額 100

100 外国の法人税額控除額

計 仮装経理に基づく控除額

軽減税率不適用法人の金額 100
利子割額の控除額
(控除した金額)

付
加
価
値
値
割

付加価値額総額 差 引 税 額

付加価値額 100 納付確定分

資
本
割

資本金等の額総額 租税条約の実施に係る控除額

資本金等の額 100
既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額

収
入
割

収入金額総額 差引法人税割額

収入金額 100

均
等
割

事務所等を有していた月数 月

合 計 事 業 税 額 円× 12

利 子 割 納付確定分

利子割額 納付確定分 差引均等割額

分

割

基

準

県民税
本県分

控除した額 差引事業税額
総 数

控除することがで
きなかつた金額 事業税１

本県分

総 数
既に還付を請求し
た利子割額

事業税２
本県分

総 数既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額

売上高
総 数

過
少
申
告
加
算
金

通常分 × 100 軌 道

× 100 国税処理年月日

既に納付の確定している額 重加対応所得金額

差引過不足額 重加対応付加価値額

不
申
告
加
算
金

通常分 × 100 重加対応資本金等の額

加重分 × 100 重加対応収入金額

既に納付の確定している額 本県分重加対応税額

差引過不足額 重加対応法人税

重
加
算
金

適用分 × 100 重加対応県民税

既に納付の確定している額 延滞金計算の控除期間 ～

差引過不足額 還付となる利子割額

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号29

第80号様式 (第65条､ 第79条関係)

法人
県民税

(更正・決定・加算金決定) 通知書
事業税

年 月 日

福島県 地方振興局長 印□



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 30

注 不足金額については､ 申告納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ､ 次により計算した延滞金額を加算し
て納めなければなりません｡
１ 延滞金額は､ 不足税額について年14.6％の割合で計算します｡ ただし､ この通知書に指定された納期限までの期
間及びこの納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については､ 年7.3％の割合 (当該期間のうち平成12年
１月１日以後の期間については､ 当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15
条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４％の割合を加算した割合が年7.3％の割合に
満たない場合には､ 当該商業手形の基準割引率に年４％の割合を加算した割合 (当該割合に0.1％未満の端数があ
るときは､ これを切り捨てます｡ ) ) で計算します｡
２ １の場合において､ 不足税額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは､ その端
数金額又はその全額を切り捨てて延滞金額を計算します｡
３ １及び２により計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは､ その
端数金額又はその全額を切り捨てます｡

(教示)
１ この処分に不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に､ 福島県知事
に審査請求をすることができます (なお､ その期間内であつても､ この処分の日の翌日から起算して１年を経過
すると審査請求をすることができなくなります｡ ) ｡
２ 処分の取消しの訴えは､ この処分について１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ません｡ その場合において､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日
から起算して６か月以内に､ 福島県を被告として (訴訟において福島県を代表する者は､ 福島県知事となりま
す｡ ) ､ 提起しなければなりません (なお､ その期間内であつても､ その裁決の日の翌日から起算して１年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります｡ ) ｡ ただし､ 次の�から�までのいずれかに
該当するときは､ 審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます｡
� 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき｡
� 処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき｡
� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき｡



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号31

第81号様式 (第69条の２関係)

県民税利子割 (更正・決定・加算金決定) 通知書

年 月 日

〒 －
所 在 地
名 称
特別徴収義務者番号

福島県 地方振興局長 印□

下記のとおり､ 更正・決定・加算金決定しましたのでお知らせします｡
なお､ 不足税額及び加算金額は､ 年 月 日までに､ 同封の納付 (納入・払込) 書により最寄りの指

定金融機関等にて納めてください｡
記

利子等の支払
年月
利子等の種別

申 告 期 限
申 告 日
更 正 請 求 日

課 税 支 払 額 税 額 加 算 金

更正・決定額
既 確 定 額
差 引 増 減 額

更正・決定額
既 確 定 額
差 引 増 減 額

種別
基礎となつた
税額

率 加 算 金 額

納期限 年 月 日 納めるべき額の合計 円
減額する額の合計 円

更正・決定理由

加算金決定理由

摘 要



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 32

注 不足金額については､ 申告納入期限の翌日から納入の日までの期間に応じ､ 次により計算した延滞金額を加算し
て納めなければなりません｡
１ 延滞金額は､ 不足税額について年14.6％の割合で計算します｡ ただし､ この通知書に指定された納期限までの期
間及びこの納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については､ 年7.3％の割合 (当該期間のうち平成12年
１月１日以後の期間については､ 当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15
条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４％の割合を加算した割合が年7.3％の割合に
満たない場合には､ 当該商業手形の基準割引率に年４％の割合を加算した割合 (当該割合に0.1％未満の端数があ
るときは､ これを切り捨てます｡ ) ) で計算します｡
２ １の場合において､ 不足税額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは､ その端
数金額又はその全額を切り捨てて延滞金額を計算します｡
３ １及び２により計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは､ その
端数金額又はその全額を切り捨てます｡

(教示)
１ この処分に不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に､ 福島県知事
に審査請求をすることができます (なお､ その期間内であつても､ この処分の日の翌日から起算して１年を経過
すると審査請求をすることができなくなります｡ ) ｡
２ 処分の取消しの訴えは､ この処分について１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ません｡ その場合において､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日
から起算して６か月以内に､ 福島県を被告として (訴訟において福島県を代表する者は､ 福島県知事となりま
す｡ ) ､ 提起しなければなりません (なお､ その期間内であつても､ その裁決の日の翌日から起算して１年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります｡ ) ｡ ただし､ 次の�から�までのいずれかに
該当するときは､ 審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます｡
� 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき｡
� 処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき｡
� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき｡



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号33

第82号様式 (第69条の３関係)

県民税配当割 (更正・決定・加算金決定) 通知書

年 月 日

〒 －
所 在 地
名 称
特別徴収義務者番号

福島県 地方振興局長 印□

下記のとおり､ 更正・決定・加算金決定しましたのでお知らせします｡
なお､ 不足税額及び加算金額は､ 年 月 日までに､ 同封の納付 (納入・払込) 書により最寄りの指

定金融機関等にて納めてください｡
記

支払年月 (月)
申 告 期 限
申 告 日
更 正 請 求 日

課 税 支 払 額 税 額 加 算 金

更正・決定額
既 確 定 額
差 引 増 減 額

更正・決定額
既 確 定 額
差 引 増 減 額

種別
基礎となつた
税額

率 加 算 金 額

納期限 年 月 日 納めるべき額の合計 円
減額する額の合計 円

更正・決定理由

加算金決定理由

摘 要



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 34

注 不足金額については､ 申告納入期限の翌日から納入の日までの期間に応じ､ 次により計算した延滞金額を加算し
て納めなければなりません｡
１ 延滞金額は､ 不足税額について年14.6％の割合で計算します｡ ただし､ この通知書に指定された納期限までの期
間及びこの納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については､ 年7.3％の割合 (当該期間のうち平成12年
１月１日以後の期間については､ 当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15
条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４％の割合を加算した割合が年7.3％の割合に
満たない場合には､ 当該商業手形の基準割引率に年４％の割合を加算した割合 (当該割合に0.1％未満の端数があ
るときは､ これを切り捨てます｡ ) ) で計算します｡
２ １の場合において､ 不足税額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは､ その端
数金額又はその全額を切り捨てて延滞金額を計算します｡
３ １及び２により計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは､ その
端数金額又はその全額を切り捨てます｡

(教示)
１ この処分に不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に､ 福島県知事
に審査請求をすることができます (なお､ その期間内であつても､ この処分の日の翌日から起算して１年を経過
すると審査請求をすることができなくなります｡ ) ｡
２ 処分の取消しの訴えは､ この処分について１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ません｡ その場合において､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日
から起算して６か月以内に､ 福島県を被告として (訴訟において福島県を代表する者は､ 福島県知事となりま
す｡ ) ､ 提起しなければなりません (なお､ その期間内であつても､ その裁決の日の翌日から起算して１年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります｡ ) ｡ ただし､ 次の�から�までのいずれかに
該当するときは､ 審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます｡
� 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき｡
� 処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき｡
� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき｡



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号35

第83号様式 (第69条の４関係)

県民税株式等譲渡所得割 (更正・決定・加算金決定) 通知書

年 月 日

〒 －
所 在 地
名 称
特別徴収義務者番号

福島県 地方振興局長 印□

下記のとおり､ 更正・決定・加算金決定しましたのでお知らせします｡
なお､ 不足税額及び加算金額は､ 年 月 日までに､ 同封の納付 (納入・払込) 書により最寄りの指

定金融機関等にて納めてください｡
記

支払年月 (月)
申 告 期 限
申 告 日
更 正 請 求 日

課 税 支 払 額 税 額 加 算 金

更正・決定額
既 確 定 額
差 引 増 減 額

更正・決定額
既 確 定 額
差 引 増 減 額

種別
基礎となつた
税額

率 加 算 金 額

納期限 年 月 日 納めるべき額の合計 円
減額する額の合計 円

更正・決定理由

加算金決定理由

摘 要



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 36

注 不足金額については､ 申告納入期限の翌日から納入の日までの期間に応じ､ 次により計算した延滞金額を加算し
て納めなければなりません｡
１ 延滞金額は､ 不足税額について年14.6％の割合で計算します｡ ただし､ この通知書に指定された納期限までの期
間及びこの納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については､ 年7.3％の割合 (当該期間のうち平成12年
１月１日以後の期間については､ 当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15
条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４％の割合を加算した割合が年7.3％の割合に
満たない場合には､ 当該商業手形の基準割引率に年４％の割合を加算した割合 (当該割合に0.1％未満の端数があ
るときは､ これを切り捨てます｡ ) ) で計算します｡
２ １の場合において､ 不足税額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは､ その端
数金額又はその全額を切り捨てて延滞金額を計算します｡
３ １及び２により計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは､ その
端数金額又はその全額を切り捨てます｡

(教示)
１ この処分に不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に､ 福島県知事
に審査請求をすることができます (なお､ その期間内であつても､ この処分の日の翌日から起算して１年を経過
すると審査請求をすることができなくなります｡ ) ｡
２ 処分の取消しの訴えは､ この処分について１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ません｡ その場合において､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日
から起算して６か月以内に､ 福島県を被告として (訴訟において福島県を代表する者は､ 福島県知事となりま
す｡ ) ､ 提起しなければなりません (なお､ その期間内であつても､ その裁決の日の翌日から起算して１年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります｡ ) ｡ ただし､ 次の�から�までのいずれかに
該当するときは､ 審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます｡
� 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき｡
� 処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき｡
� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき｡



第
84号
様
式
か
ら
第
86号
様
式
ま
で
削
除

第
八
十
六
号
の
二
様
式
か
ら
第
八
十
六
号
の
五
様
式
ま
で
を
削
る
。

第
八
十
七
号
様
式
及
び
第
八
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
87号
様
式
(第
82条
関
係
)

そ
の
１
(土
地
用
)

不
動
産
取
得
税
土
地
調
査
書

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号37



そ
の
２
(家
屋
・
承
継
取
得
用
)

不
動
産
取
得
税
承
継
分
家
屋
調
査
書

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 38



そ
の
３
(家
屋
・
原
始
取
得
(県
評
価
分
)
用
)

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号39

不
動
産
取
得
税
県
評
価
分
家
屋
調
査
書

所
在
市
町
村



そ
の
４
(家
屋
・
原
始
取
得
(市
町
村
評
価
分
)
用
)

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 40

不
動
産
取
得
税
市
町
村
評
価
分
家
屋
調
査
書

所
在
市
町
村

作
成
日



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号41
第
88号
様
式
(第
86条
関
係
)

不
動
産
価
格
決
定
通
知
書

(地
方
税
法
第
73条
の
21第
３
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
)

所
在
市
町
村

作
成
日



第
九
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 42



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号43

第92号様式 (第93条関係)
(表)

県たばこ税 (更正・決定・加算金決定) 通知書

により
下記のとおり､ 更正・決定・加算金決定しましたのでお知らせ
します｡

年 月 日

福島県県中地方振興局長 印□

住所 (所在地)

氏名 (名称)

様

事業者コード

納期限 平成 年 月 日

行為年月 区 分
本 税 加 算 金

課税標準数量 税 額 (円) 区 分 基本税額 (円) 率 (％) 金 額 (円)

年
月分

確 定 額 加算金
通常 ②

加算 ③
既確定額 重加算金 ④

差 引 額
①

納付すべき額 (①＋②＋③＋④)

年
月分

確 定 額 加算金
通常 ②

加算 ③
既確定額 重加算金 ④

差 引 額
①

納付すべき額 (①＋②＋③＋④)

年
月分

確 定 額 加算金
通常 ②

加算 ③
既確定額 重加算金 ④

差 引 額
①

納付すべき額 (①＋②＋③＋④)

合計

確 定 額 加算金
通常 ②

加算 ③
既確定額 重加算金 ④

差 引 額
①

納付すべき額 (①＋②＋③＋④)
円

この通知書による不足税額等に延滞金を合計した金額を､ 同封の納付 (納入・払込) 書により納期限までに最
寄りの指定金融機関等にて納めてください｡

(教示)
１ この処分に不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に､ 福島県知
事に審査請求をすることができます (なお､ その期間内であつても､ この処分の日の翌日から起算して１年を
経過すると審査請求をすることができなくなります｡ ) ｡
２ 処分の取消しの訴えは､ この処分について１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することがで
きません｡ その場合において､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の
翌日から起算して６か月以内に､ 福島県を被告として (訴訟において福島県を代表する者は､ 福島県知事とな
ります｡ ) ､ 提起しなければなりません (なお､ その期間内であつても､ その裁決の日の翌日から起算して１
年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります｡ ) ｡ ただし､ 次の�から�までのい
ずれかに該当するときは､ 審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます｡
� 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき｡
� 処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき｡
� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき｡



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 44

(裏)
注 不足税額については､ 申告納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ､ 次により計算した延滞金額を加算し
て納めなければなりません｡

� 延滞金額は､ 不足税額について年14.6パーセントの割合で計算します｡ ただし､ この通知書に指定された納期
限までの期間及びこの納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については､ 年7.3パーセントの割合 (当該
期間のうち平成12年１月１日以後の期間については､ 当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時に
おける日本銀行法第15条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合
を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には､ 当該商業手形の基準割引率に年４パーセントの
割合を加算した割合 (当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは､ これを切り捨てます｡ ) ) で計算し
ます｡

� �の場合において､ 不足税額に､ 1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは､ そ
の端数金額又はその全額を切り捨てて延滞金額を計算します｡

� �及び�により計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは､ そ
の端数金額又はその全額を切り捨てます｡



第
百
二
号
の
二
様
式
及
び
第
百
二
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号45
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第102号の２様式 (第107条関係)

平成 年 月分 ゴルフ場利用税納入申告書

年 月 日

福島県知事
(福島県 地方振興局長)

経 営
の
場 所

屋号

所在地 電話番号

特 別
徴 収
義務者

住所 電話番号

※ 発 信 年 月 日 氏名 (法人名・代表者名)

�通信日付印 確認印

地方振興局

収 受 印

区 分 利 用 人 員 等 級 税 率 税 額
等
級
変
更
な
し
又
は
等
級
変
更
前

通 常 分
千 人 百万 千 円

軽
減
税
率
適
用
分

年齢65歳以上の者

国民体育大会等の選手

早朝利用等の利用者

小 計 ①

等
級
変
更
後

通 常 分
千 人 百万 千 円

軽
減
税
率
適
用
分

年齢65歳以上の者

国民体育大会等の選手

早朝利用等の利用者

小 計 ②

通 常 分
千 人 百万 千 円

軽
減
税
率
適
用
分

年齢65歳以上の者

国民体育大会等の選手

早朝利用等の利用者

小 計 ③

合計④＝①＋②＋③
千 人 百万 千 円

非課税利用人員

18歳未満

70歳以上

障がい者

国体競技

学生等

合計①

課税免除利用人員②

課税対象外利用人員計①＋②



平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号47

第102号の３様式 (第113条､ 第181条関係)
(表)

(更正・決定・加算金決定) 通知書

により
下記のとおり､ 更正・決定・加算金決定しましたのでお知らせ
します｡

年 月 日

福島県 地方振興局長 印□

住所 (所在地)

氏名 (名称)

様

整理番号

納期限 平成 年 月 日

行為年月 区 分
本 税 加 算 金

課税標準数量 税 額 (円) 区 分 基本税額 (円) 率 (％) 金 額 (円)

年
月分

確 定 額 加算金
通常 ②

加算 ③
既確定額 重加算金 ④

差 引 額
①

納付すべき額 (①＋②＋③＋④)

年
月分

確 定 額 加算金
通常 ②

加算 ③
既確定額 重加算金 ④

差 引 額
①

納付すべき額 (①＋②＋③＋④)

年
月分

確 定 額 加算金
通常 ②

加算 ③
既確定額 重加算金 ④

差 引 額
①

納付すべき額 (①＋②＋③＋④)

合計

確 定 額 加算金
通常 ②

加算 ③
既確定額 重加算金 ④

差 引 額
①

納付すべき額 (①＋②＋③＋④)
円

この通知書による不足税額等に延滞金を合計した金額を､ 同封の納付 (納入・払込) 書により納期限までに最
寄りの指定金融機関等にて納めてください｡

(教示)
１ この処分に不服があるときは､ この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に､ 福島県知
事に審査請求をすることができます (なお､ その期間内であつても､ この処分の日の翌日から起算して１年を
経過すると審査請求をすることができなくなります｡ ) ｡
２ 処分の取消しの訴えは､ この処分について１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することがで
きません｡ その場合において､ 処分の取消しの訴えは､ その審査請求に対する裁決があつたことを知った日の
翌日から起算して６か月以内に､ 福島県を被告として (訴訟において福島県を代表する者は､ 福島県知事とな
ります｡ ) ､ 提起しなければなりません (なお､ その期間内であつても､ その裁決の日の翌日から起算して１
年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります｡ ) ｡ ただし､ 次の�から�までのい
ずれかに該当するときは､ 審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます｡
� 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき｡
� 処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき｡
� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき｡
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(裏)
注
１ 不足税額については､ 申告納付 (申告納入) 期限の翌日から納付 (納入) の日までの期間に応じ､ 次により計
算した延滞金額を加算して納めなければなりません｡
� 延滞金額は､ 不足税額について年14.6パーセントの割合で計算します｡ ただし､ この通知書に指定された納期
限までの期間及びこの納期限 (地方税法第122条の２の規定により徴収の猶予をされた税額については､ その徴
収の猶予をされた期間の末日) の翌日から１月を経過する日までの期間については､ 年7.3パーセントの割合
(当該期間のうち平成12年１月１日以後の期間については､ 当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する
時における日本銀行法第15条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４パーセントの
割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には､ 当該商業手形の基準割引率に年４パーセン
トの割合を加算した割合 (当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは､ これを切り捨てます｡ ) ) で計
算します｡

� �の場合において､ 不足税額に､ 1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは､ そ
の端数金額又はその全額を切り捨てて延滞金額を計算します｡

� �及び�により計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは､ そ
の端数金額又はその全額を切り捨てます｡

２ 加算金は､ 申告をしていない場合又は少なく申告をした場合に課されるもので､ 次の３種類があり､ それぞれの
算式により計算されます｡
� 過少申告加算金

期限内に申告をした場合で､ その申告額が実際より少額であつたため､ 後日増額の申告をした場合又は増額
の更正を受けた場合に課されるものです｡

納める額………増加した税額×
10
＋加重対象税額×

５
100 100

(加重対象税額＝増加した税額－(期限内申告税額又は50万円のいずれか多い方の金額) )
� 不申告加算金
期限内に申告をしていない場合に課されるものです｡

納める額………納める税額×
15
(納める税額が50万円を超える部分については､

20
)

100 100
(更正・決定があるべきことを予知しないで期限後に申告をした場合

………納める税額×
５
)

100
� 重加算金
故意に税を免れようとした場合に課されるものです｡
なお､ 重加算金が課される部分については､ 過少申告加算金及び不申告加算金は課されません｡
納める額

期限内に申告をした場合…………………………増加した税額×
35
100

申告をしていない場合又は期限後に申告をした場合

………納める税額×
40
100



納
付
す
べ
き
合
計
額

⑦
(④
＋
⑤
＋
⑥
)

重
加

算
金

⑥

不
申
告
・
過
少
申
告
加
算
金

⑤

不
足

税
額

④
(②
－
③
)

既
に
納
付
の
確
定
し
た
税
額

③

税
額

②
(①
×
/100)

課
税

標
準

額
①

登
録

番
号

円 円 円 円 円 円 円

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号49

納
税
者

住
所

氏
名

様

自
動
車
取
得
税
を
右
記
載
の
と
お
り
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定
し
ま
し
た
の
で
､
お
知
ら
せ

し
ま
す
｡

な
お
､
不
足
税
額
及
び
加
算
金
の
納
期
限
は
､
平
成

年
月

日
と
指
定
し
ま
し
た

か
ら
､
納
付
書
に
よ
り
最
寄
り
の
指
定
金
融
機
関
等
に
て
納
め
て
く
だ
さ
い
｡

年
月

日

福
島
県

地
方
振
興
局
長

印□

第
百
三
十
九
号
の
五
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
139号

の
５
様
式
(第
167条

関
係
)

自
動
車
取
得
税
(更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定
)
通
知
書

不
足
税
額
に
つ
い
て
は
､
申
告
納
付
期
限
(平
成

年
月

日
)
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期

間
に
応
じ
､
次
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡

１
延
滞
金
額
は
､
不
足
税
額
に
つ
い
て
年
14.6パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
ま
す
｡
た
だ
し
､
こ
の
通
知
書

に
記
載
さ
れ
た
納
期
限
ま
で
の
期
間
及
び
こ
の
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ

い
て
は
､
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
(当
該
期
間
の
う
ち
平
成
12年

１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
､

当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
11月

30日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
15条

第
１
項
第
１

号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が

年
７
.
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
､
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン

ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
(当
該
割
合
に
0.1パ

ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
こ
れ
を
切
り
捨

て
ま
す
｡
)
)
で
計
算
し
ま
す
｡

２
１
の
場
合
に
お
い
て
､
不
足
税
額
に
1,000円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
､
又
は
そ
の
全
額
が
2,000円

未
満

で
あ
る
と
き
は
､
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
て
延
滞
金
額
を
計
算
し
ま
す
｡

３
１
及
び
２
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
金
額
に
100円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
､
又
は
そ
の
全
額
が
1,000円

未
満
で
あ
る
と
き
は
､
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
ま
す
｡

(教
示
)

１
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日

以
内
に
､
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(な
お
､
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
､
こ
の

処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡
)
｡

２
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
に
つ
い
て
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡
そ
の
場
合
に
お
い
て
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ
の
審
査
請
求
に
対

す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
､
福
島
県
を
被
告
と
し
て

(訴
訟
に
お
い
て
福
島
県
を
代
表
す
る
者
は
､
福
島
県
知
事
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
(な
お
､
そ
の
期
間
内
で
あ
つ
て
も
､
そ
の
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処

分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
｡
)
｡
た
だ
し
､
次
の

�
か
ら

�
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
､
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
｡

�
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
｡

�
処
分
､
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ

る
と
き
｡

�
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
｡

徴
収
簿
番
号
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様

式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

財
務
領
域
税
務
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
二
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
を
定
め
る
規
則

地
方
自
治
法
施
行
令(
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

公
金
の
収
納
の
事
務
に
つ
い
て
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

委
託
す
る
収
納
の
事
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
事
業
規
模
を
有
し
、
か
つ
、
経
営
基
盤
が
安
定

し
て
い
る
こ
と
。

三

収
納
し
た
徴
収
金(

県
税
並
び
に
そ
の
延
滞
金
、
過
少
申
告
加
算
金
、
不
申
告
加
算
金
、
重
加

算
金
及
び
滞
納
処
分
費
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
関
す
る
事
項
を
正
確
に
記
録
し
、
当
該
記
録

を
遅
滞
な
く
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

収
納
し
た
徴
収
金
の
安
全
の
確
保
の
た
め
に
十
分
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

五

収
納
し
た
徴
収
金
の
払
込
み
を
確
実
か
つ
速
や
か
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
財
務
領
域
税
務
企
画
グ
ル
ー
プ)

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第13号 50


